
住民の安全・安心な暮らしの確保に向けた主な取組

消防団の充実強化

○消防団は地域防災の中核的存在
・地域に密着し、災害に即時対応
・地域コミュニティの維持、振興に貢献

○消防団員数の減少、団員の高齢化が進展

【今後の取組】

○先進的なモデル事業の実施等により、消防団への若者・女性等の加入をさらに促進
○南海トラフ地震等の被害が想定される地域の消防学校及び市町村に車両等を無償貸付けし、訓練を実施

【これまでの取組と成果】

【現状・課題】

○消防団員の加入促進
・地方公共団体への働きかけ、入団キャンペーン、消防団協
力事業所制度の導入・拡大等

○消防団の装備、教育訓練の充実
・消防団員の安全確保装備等の活動用資機材を中心に、
地方交付税措置を大幅増額

・救助資機材を搭載した消防ポンプ自動車を整備
（Ｈ２６年度は２００市町村、１８消防学校へ配備）

・消防学校における消防団員の救助活動・安全管理の教
育訓練に係る基準の見直し

女性や大学生等の団員数は増加
一方で、消防団員総数の減少は止まらず

女性団員数の推移

消防団員数と消防常備化率の推移
救助等の広範な活動を支える装備の整備は不十分

団員数減少を踏まえ、訓練のさらなる充実が必要

⇒ 地域防災力向上のため、消防団活動の充実強化が必要

⇒ 地域防災力維持のため、消防団員の確保が不可欠

○「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す
る法律」施行（平成２５年１２月）
・地域防災力の充実強化を図る国及び地方公共団体の責務
を規定
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消防庁



地域の実情に応じた災害情報伝達手段の多重化・多様化

【現状・課題】
○住民への災害情報伝達体制の整備が十分でない

⇒ ＩＣＴを活用し、迅速・確実な住民への災害情報の伝達を実現する

【これまでの取組と成果】

○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の整備

・市町村におけるＪアラートの自動起動装置等の整備に対し、
財政支援
＜受信機＞平成２５年度中に全地方公共団体に整備完了
＜自動起動装置＞
平成２５年度末の整備率：９３．２％
平成２６年度末までにほぼすべての市区町村に整備予定

・Ｊアラートで配信される弾道ミサイル情報等の国民保護情報
を、消防庁から携帯電話事業者を通じ、緊急速報メールによ
り配信する等、情報伝達手段を多重化・多様化

【今後の取組】
○市町村における緊急速報メールの整備促進（早急に100％を目指す）、防災行政無線の戸別受信機の配備促進
○このほか、コミュニティＦＭ、ＩＰ告知等、地域の実情に応じた情報伝達手段の多重化・多様化を推進

情報伝達手段の整備は十分でなく、引き続き情報伝達手段の多重化・多様化に向けた取組が必要

２

○市町村防災行政無線（同報系）等の情報伝達手段
の整備

・防災行政無線等の情報伝達手段の整備に対し、緊急防
災・減災事業の対象として財政支援

・情報伝達手段の多様化に向けたアドバイザー派遣を実施
（平成２６年度は６１市区町村に対し実施予定）

＜情報伝達手段の整備状況＞
・市町村防災行政無線 ８０．４％

・コミュニティFM １９．６％
・ＣＡＴＶ ３３．３％
・登録制メール ５５．３％
・緊急速報メール ９３．２％

（H26.3末現在）
（速報値）

（H26.8現在）



「過疎対策に係る施策」 

平成２６年１０月 

総務省 地域力創造グループ 



過疎対策法の流れ 

法律名 過疎地域対策緊急 
措置法 

過疎地域振興特別措置法 過疎地域活性化特別 
措置法 

過疎地域自立促進
特別措置法 

 
 

目的 ・人口の過度の減少防止 
・地域社会の基盤を強化 
 
・住民福祉の向上 
・地域格差の是正 

・過疎地域の振興 
 
・住民福祉の向上 
・雇用の増大 
・地域格差の是正 

・過疎地域の活性化 
 
・住民福祉の向上 
・雇用の増大 
・地域格差の是正 

・過疎地域の自立促進 
 
・住民福祉の向上 
・雇用の増大 
・地域格差の是正 
・美しく風格ある国土の形成 

背景 ・新規学卒者を中心とした急激な
都市への人口吸収 
・８９７市町村で１０％以上、１１７
市町村で２０％以上、３６村で３
０％以上減少 

・住民の就業機会や医療 
の不足 
・若年層を中心とした人口流出に
よる高齢化 
 

・第２次オイルショックを克服した
新たな東京一極集中 
・高齢化、産業面、公共施設整
備面での遅れ等の「新たな過疎
問題」の発生 

 
 
・農林水産業の著し
い停滞 
・集落存続危機 

 
 
 
・著しい高齢化の進行 
・身近な生活交通の不足 
・地域医療体制の弱体化 
・各地域の地域資源や創
意工夫を活かす柔軟な
支援確立の要望 

考え方 ・緊急の対策。 
・生活環境におけるナショナルミ
ニマムの確保。 
・開発可能な地域に産業基盤等
を整備。 
・人口の過度の減少、地域社会
の崩壊、市町村財政の破綻防止。 

・過去における人口減少に起因
した地域社会の機能低下、生活
水準、生活機能の改善。 
・総合的かつ計画的の振興施策
による住民福祉の向上、雇用の
増大及び格差の是正。 

・「振興を図る」から「活性化を図
る」へ。 
・地域の個性を活かして地域の
主体性と創意工夫を基軸とした
地域づくりを重視。 
・公共施設の整備のみならず、
民間活力も含む総合的な地域の
発展を重視。 

 
 
 
 
・個性を発揮して自
立できる地域社会。 

 
 
 
 
・住民が将来にわたり安
心・安全に暮らすことの
できる地域社会の実現を
図るため、ソフト事業拡
充 

（延長） 

１０年 １０年 １０年 

Ｓ４５ Ｓ５５ Ｈ２ Ｈ１２ Ｈ２２ H３３．３．３１ 

６年延長 ５年延長 

・高齢化の進行・自然減の重みの増大 
・引き続く若年者の流出 

・全国的視野に立った過疎地域の新しい価値、
公益的機能。 

・「活性化」から「自立促進」 

１０年 
Ｈ２７ 
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 （１）国の補助のかさ上げ等  
   ①統合に伴う小中学校校舎等（1/2⇒5.5/10） 
   ②公立以外の保育所（1/2⇒2/3） 
   ③公立保育所（1/2⇒5.5/10） 
   ④消防施設（1/3⇒5.5/10）    
 

 （２）過疎対策事業債  ：元利償還の７割を交付税措置 
                  平成２６年度計画額 ３，６００億円 
                 平成２５年度計画額 ３，１３９億円（改定後） 
 （３）都道府県代行制度：基幹道路、公共下水道 
 

 （４）金融措置      ：政府系金融機関等の資金確保                 
 
  

 （５）税制措置              ：所得税・法人税に係る減価償却の特例 等                
 
 

 （６）地方税の課税免除・不均一課税に伴う地方交付税の減収補てん措置 
 
  

  
  【参考】過疎対策のための国庫補助金 
        過疎地域等自立活性化推進交付金（補助率   定額・１／２・１／３）  
                    【平成26年度予算 ９．３億円】 

三位一体改革で補助金廃止 

（特別の地方債で措置） 【施設整備事業（一般財源化分）】 

過疎法に基づく施策 
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過疎対策のこれまでの成果 

市町村道の舗装率 過疎地域：  ２．７％（昭和４５年） ⇒ ６８．３％（平成１７年） 
全   国：  ９．８％（昭和４５年） ⇒ ７５．９％（平成１７年）  

水道普及率 過疎地域： ５６．６％（昭和４５年） ⇒ ９０．４％（平成１７年） 
全   国： ８１．４％（昭和４５年） ⇒ ９７．０％（平成１７年） 

水洗化率 過疎地域： １８．４％（平成２年）  ⇒ ７１．８％（平成２４年） 
全   国： ６４．６％（平成２年）  ⇒ ９３．０％（平成２４年）  

携帯電話サービスカバーエリア率 
（夜間人口ベース） 

過疎地域： ８９．３％（平成１４年） ⇒ ９９．６％（平成２４年） 
全   国： ９８．７％（平成１４年） ⇒  １００％（平成２４年） 

ブロードバンドエリアの世帯カバー率 過疎地域： ６０．９％（平成１５年） ⇒  １００％（平成２４年） 
全   国： ８３．３％（平成１５年） ⇒  １００％（平成２４年） 

ハード面 

ソフト面 

産業振興  民間や住民団体等が主体となった地域発の産業の展開 

個性豊かな地域社会の形成  地域住民・NPOなど多様な主体の協働による休耕田や棚田の維持管理、
地域の文化を生かした地域づくりの実践 

都市から地方への移住・交流  官民連携した移住・交流受入れ体制づくりの取組 

 これまでの過疎対策により、道路、上水道などのインフラの整備水準は、相当程度向上するとと
もに、産業振興、個性豊かな地域社会の形成、都市から地方への移住・交流などのソフト面でも一
定の成果。 

（※総務省「公共施設状況調」による。市町村道の舗装率、水道普及率については、平成17年までで調査項目から削除） 
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過疎地域の現状等について 

高齢者比率及び若年者比率の推移 ５年間人口増減率の推移（全国、過疎地域、非過疎地域） 

（備考） ① 国勢調査による。 ②過疎地域は、平成26年4月5日現在。 
（備考） ※1：過疎地域は平成26年4月5日時点（797市町村）である。 

     ※2：平成22年までの人口は国勢調査による。 

     ※3：過疎地域からは、一部過疎市町村は除く。 

     ※4：総人口の将来推計人口は「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」（国立社会保障・人口問題研    

        究所）の出生中位・死亡中位推計値による。 

     ※5：福島県の将来推計人口は、「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」 （国立社会保障・人口問題 

        研究所）では県単位でしか推計していない。よって、福島県内過疎市町村については、 「日本の将来 

        推計人口（平成20年12月推計）」 （国立社会保障・人口問題研究所）による市町村ごとの将来推計人 

        口に、県全体の将来推計人口の減少率（平成25年3月推計／平成20年12月推計）を乗じて推計した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者比率（過疎） 

若年者比率（過疎） 
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・ 経済財政運営と改革の基本方針２０１４（抜粋） 
 
 過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不利地域においては、近隣地域との
調和ある発展にも留意しつつ、基幹集落を中心としたネットワーク化を推進し、必要
な交通基盤の維持を含む日常生活機能の確保や地域産業の振興により定住環境
を整備して、集落の活性化を図る。また、地域の資源や特性を活かした創意工夫あ
る取組を支援する。 
 
・ 「日本再興戦略」改訂２０１４ –未来への挑戦-（抜粋） 
 
 また、「集落とネットワーク化」の考え方に基づき、プラットフォームの構築と連携し
て地方中枢拠点都市圏・定住自立圏や集落ネットワーク圏の形成等について2015
年度から全国展開を図るなど積極的に支援を行う。 
 
・ 組閣の際、総理より総務大臣へなされた指示 
 
 人口の減少が続く小規模基礎自治体における過疎対策などを充実させ、でき得る
限りの支援策を取るとともに、支援のための新たな仕組みを検討し、実現する。 
 

過疎対策の重要性 
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 単体集落では様々な課題の解決が困難 
 

 ⇒ より広い範囲で、基幹集落を中心に複数集落を
ひとつのまとまりにして集落を活性化する必要 

 

 持続的な集落の活性化の実現のため、二つを軸とし
た取組が必要 

 （１） 住民の暮らしを支える生活の営み（日常生活支
援機能の確保） 

 （２） 住民の暮らしの糧である生産の営み（地域産業
の振興） 

 
  

 真にレジリエント(しなやか)な地域として
活性化 

過疎地域等における今後の集落対策のあり方に関する中間とりまとめ概要 

  過疎集落等の小規模化、高齢化 

   ⇒ 集落機能が低下・維持困難な集落が増加 

 

   働き口の減少、耕作放棄地の増大、獣害・病虫害、 

   路線バスの廃止、商店・スーパー等の閉鎖 など 

 

  

 

  

過疎集落等の現状と課題 

「集落ネットワーク圏」の取組が必要 

 

○市町村が中心となって集落ネットワーク圏の形成を推進 

   市町村が、住民の一体性がある地域をもとに、今後の活性化の
単位とする「集落ネットワーク圏」を設定 

 

 
 

○集落ネットワーク圏を支える中心的な組織（地域コミュニティ組
織）の体制確立 

 

○地域コミュニティ組織が集落ネットワーク圏活性化プランを策定 
  

○地域コミュニティ組織が活性化プランに基づき活動 

   集落ネットワーク圏内外の様々な主体（NPO・大学等）と連携 

集落ネットワーク圏の形成に向けて 

集落ネットワーク圏による活性化 

集落ネットワーク圏形成・活動の推進 
 
  

・ 集落ネットワーク圏の具体的な範囲や当該圏域の活性化の基
本方針等を含む集落ネットワーク圏計画を作成 

・ 組織体制の確立、活性化プラン作成、具体的な事業実施の支援 

 

・ 専門家を含めた必要な人材の確保や提供、育成  

 

・ 地方自治体に対し集落ネットワーク圏施策の推進方針を提示 

・ 活性化プランに基づく活性化の取組をモデル的に支援 

都道府県 

国 

市町村 

過疎関係市町村で集落ネットワーク圏に取り組んでいるのは2割のみ 

 

平成26年7月22日 
過疎問題懇談会 
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施策の概要 

  過疎集落等を対象に、継続的な集落の維持活性化のため、基幹集落を中心として複数の集落で構成される
集落ネットワーク圏において、「集約」と「ネットワーク化」を図りながら、生活の営み（日常生活支援機能）を確保す
るとともに、生産の営み（地域産業）を振興する取組をモデル的に支援する。 

 

○ 市町村が集落ネットワーク圏の範囲や活性化の基本方針等を含む「集落ネットワーク圏計画」を作成 

○ 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織体制を確立しつつ、総合的な活性化プランを策定 

○ 活性化プランに基づく「生活の営み」や「生産の営み」に係る事業を、地域住民等が地域内外の主体と連携して実施 

（１）事業主体          集落ネットワーク圏を支える中心的な 
                  組織（地域コミュニティ組織）、市町村等 
（２）交付額            １事業あたり2,000万円以内 
（３）平成27年度概算要求額   1,000,000千円  
（４）対象事業           集落ネットワーク圏の形成に係る取組 
                  及び活性化プランに基づく活性化のため  
                  の事業                  
＜事業のイメージ＞ 

取り組みのポイント 

B集落  

A集落  

C集落  

D集落  

役場所在地域 
・役場・病院・商店街 
・事業所  ・駅 

基幹集落 
①総合サービス拠点 

①
地
域
の
足
等 

②定住支援 

（地域内外） 

※集落ネットワーク圏の範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定 

集落ネットワーク圏における取組イメージ 

 
・集落ネットワーク 
 圏計画を作成 
・集落ネットワーク 
 圏の形成・活動 
 を支援 
 
 
 
 

市町村  
・組織体制の確立 
・活性化プランの作成 

地域コミュ
ニティ組織 作成 

 

 

 

  

具
体
的
事
業 

集落ネットワーク圏 

活性化
プラン 

 
・集落ネットワーク 
 圏施策の推進 
 方針を提示 
 
 
 
 

国 

専門家等による支援 

モデル
支援 様々な主体 

と連携 

・地域の総合
サービス拠点
整備 

・定住支援 
・地域の足確保 
・見守りサービス 
・小さなビジネス
の展開（特産品
開発等） 

        等 

過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 
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過疎地域自立促進特別措置法の改正に係る決議等について 

１ 衆議院総務委員会（平成２２年３月２日） 
 

過疎対策の推進による過疎地域の自立促進に関する件 
  
過疎地域は、引き続く人口減少と著しい高齢化に直面し、財政状況も厳しく、農林水産業の衰退、維持・存続が危ぶまれる集落の発生、身近な生活

交通の不足、地域医療の危機など、住民生活にかかわる様々な課題が生じている。 
一方、過疎地域は、安全・安心な食料や水の供給、エネルギーの提供、国土の保全、災害の防止、地球温暖化の防止等はもとより、都市住民へのや

すらぎや教育の提供の場として、当該地域の住民の福祉の向上のためのみならず、国民全体の安全・安心な生活を支える極めて重要な公益的機能を有
している。 

過疎対策の推進に当たっては、過疎地域が有するこれらの公益的機能について、過疎地域以外の都市部等の住民を含む国民全体が適切に認識し、積
極的に評価した上で、過疎問題の解決を国民全体の課題と捉え、実効性ある対策を切れ目なく講じていく必要がある。 

こうした現状認識にかんがみ、今般、本委員会は過疎地域自立促進特別措置法の失効期限について六年間の延長を行うとともに、平成十七年の国勢
調査の結果に基づく過疎地域の要件を追加するほか、いわゆるソフト事業に対する支援措置の拡充を図ること等を内容とする過疎地域自立促進特別措
置法の一部を改正する法律案を提出することとした。 

以上を踏まえ、政府は、過疎対策の推進に当たって次の事項の実現を図り、過疎地域の自立促進に万全を期すべきである。 

一 過疎地域を中心に集落の高齢化が進行するとともに、集落機能の維持・存続が危ぶまれる集落が増加し、これらの集落において、相互扶助機能 
 の低下、身近な生活交通の不足、空き家の増加、森林の荒廃、耕作放棄地の増加などの課題が深刻化していることを踏まえ、集落の現状と課題を   
 十分に把握しながら、各集落の実態に即して、住民の安全・安心な暮らしを確保する事業の実施や、集落を支援する人材の育成・確保など、きめ 
 細かな集落の維持及び活性化対策がこれまで以上に積極的に講じられるようにすること。 
二 各地域の実情に応じた主体的な取組を最大限尊重すること。 
三 過疎地域が、豊かな自然環境、再生可能なクリーンエネルギー、安全な食糧、歴史文化資産といったそれぞれの有する地域資源を最大限活用し 
 て地域の自給力を高めるとともに、国民全体の生活にかかわる公益的機能を十分に発揮することで、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に 
 満ちた地域社会の実現を図ること。 
四 過疎地域の置かれた現状を踏まえ、今後は特に、地域医療の確保、就業機会の創出、生活交通の確保、情報通信環境の整備、子育ての支援、地 
 域間交流の促進等が積極的に実施されるようにすること。 
五 今般の法律案については、過疎地域からの要望を踏まえ、過疎対策事業債の対象を拡充し、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通 
 手段の確保、集落の維持及び活性化など、住民の将来にわたる安全・安心な暮らしを確保するために実施するいわゆるソフト事業についても対象 
 としたところであり、その趣旨を踏まえ、制度の運用に当たっては、次の事項について特に留意すること。 
 １ 過疎対策事業債については、引き続き所要額を確保するとともに、特にソフト対策に係る資金の確保・充実に万全を期すこと。 
 ２ 過疎地域の実情に応じた主体的かつ創意工夫に富んだソフト対策の取組を十分尊重すること。 
六 過疎地域の厳しい現状を十分に踏まえ、実効性ある過疎対策を行うため、本法律施行後速やかに総合的かつ抜本的な検討を開始し、施行後三年 
 を目途として、その検討結果や平成二十二年の国勢調査の結果、地方分権改革の進展状況等を勘案し、必要な措置を講ずること。 
 
右決議する。 
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２ 参議院総務委員会（平成２２年３月９日） 

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、過疎地域の現状と課題を十分に把握し、各集落の実態に即して、住民の安全・安心な暮らしを確保する事業の実施や、集落を支援する人材の育 

 成・確保など、きめ細かな集落の維持及び活性化対策がこれまで以上に積極的に講じられるようにすること。 

二、過疎地域がそれぞれ有する地域資源を最大限活用し、地域の自給力を高めるとともに、国民全体の生活にかかわる公益的機能を十分に発揮するこ  

 とで、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を図ること。 

三、過疎地域の置かれた現状を踏まえ、今後は特に、地域医療の確保、就業機会の創出、生活交通の確保、情報通信環境の整備、子育ての支援、地域 

 間交流の促進等が積極的に実施されるようにすること。 

四、過疎対策事業債については、引き続き所要額を確保することとし、特にソフト対策に係る資金の確保・充実に万全を期すとともに、過疎地域の実 

 情に応じた主体的かつ創意工夫に富んだソフト対策の取組を十分尊重すること。 

五、過疎地域の厳しい現状を十分に踏まえ、実効性ある過疎対策を行うため、本法律施行後速やかに総合的かつ抜本的な検討を開始し、施行後三年を 

 目途として、その検討結果や平成二十二年の国勢調査の結果、地方分権改革の進展状況等を勘案し、必要な措置を講ずること。 

 

右決議する。 
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